
最高裁秘書第1901号

平成31年4月17日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長 今 崎幸

司法行政文書開示通知書

3月25日付け（同月26日受付，最高裁秘書第1654号）で申出のありまし

た司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知し

ます。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

（1） 「弁護士会照会制度について」と題する文書（片面で1枚）

（2） 「弁護士法第23条の2に基づく照会のご案内」と題する文書(片面で1枚）

（3） 「弁護士法23条の2の照会制度」と題する文書（片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の(2)及び(3)の各文書には，公にすると法人等の権利，競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがある情報（印影及び電話番号）が記載されており， こ

れらの情報は，行政機関情報公開法第5条第2号イに定める不開示情報に相当す

るため， これらの情報が記載された部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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弁護士会照会制度について

第二東京弁護士会調杏窒

1 弁護士会照会掴度について

本照会はく弁護士が訴訟等の受任事件を処理するための資料収集手段と
して、弁護士法に基づくものです。

同法23条の2は、その2項において、弁護士会ば、弁護士からの申し
出に基づき､公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求める
ことができると規定しています。これは、基本的人権を擁護し、社会正義
の実現を使命とする弁護士の職務の公共的性格に鑑み､弁護士の職務活動
を円滑に処理まるためであると同時に､裁判所の真実の発見と公正な判断
に寄与することを目指すものです。 . ．

2回答義務について
、

弁護士法23条の2に基づく照会は､弁護士会が照会申出の必要性かつ
相当性を審査した上で行っているものです。
民事訴訟法上の調査嘱託(民事訴訟法:186条)、文書送付嘱託（同法
226条）と同様に、照会先には回答について公的義務があると解されて
います（大阪高裁昭和51年12月21日判決)。

3個人情報であることを理由とした回答拒否について

平成17年4月に施行された個人情報保護法は､本人の同意を得ない場
合の個人情報の目的外利用や第三者提供を原則として禁止､していますが、
その例外として「法令に基づく場合」 （同法23条1項1号）には、本人
の同意な．く個人情報を提供できることとされ、弁護士会照会はこの「法令
に基づく場合」に該当すると解されています。

このことは､総務省､法務省等複数の省庁や団体が定めた同法に関する
ガイドライン等に明記されている他､平成18年2月28日に開催された
政府の個人情報保護連絡会議においても､弁護士会照会は同法が例外とし
て定める「法令に基づく場合」に該当することが確認されています。
したがって､弁護士会照会に対しては､本人の同意を要せず回答ずるこ
とが認められているのであり､同法を根拠に一律に回答を拒否することは
できません6

‘

4回答の使用目的について

照会を申し出た弁護士は､本照会により得られた回答を慎重に取り扱い、
申出書に表示されている受任事件及び照会を求める理由によって定まる
当該照会申出の目的以外にこれを使用することは禁止されていますb
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弁護士法第23条の2に基づく

照 会 の ご 案 内

■管争雁司埠ご弁言婁＝廷

1 『弁護士法第23条の2に基づく照会｣・は、弁護士会･が、所

属会員である弁護士の申出に基づき、その照会を相当と認めた

場合に、弁護士会が照会先に対して、事実関係の回答を求める

制度です。 ！ ‐

2 照会を受けた照会先は、回答の義務のあることが、裁判上も

認められ､ております。

従って、照会内容が個人の情報に係る場合も､回答にあたり、

その個人の同意を必要としません。

3 ご回答いただいた内容は、当該事件の処理以外の目的には使

用しません。

（1） この制度は､弁護士が委任を受け処理している事件につ

いて､適正妥当な解決をはかるために必要な事実関係、法

律適用の前提となる事実関係について、資料を収集するこ

とを目的とします。

（2）従って、ご回答いただいた内容は、 当該事件の処理に必

要な範囲内でしか使用いたしません。

‐ （3） また、事件の内容と、照会事項の関連が不明な場合など

は、遠慮なく照会の申出弁護士差たは当会事務局までお問
い合わせください。

4 以上、ご多忙中恐縮でありますが、本照会制度の趣旨をご理

一解いただき、速やかにご回答賜り‘ますよ.うお願い申し上げます。

なお､回答にあたって、手数料あるいは謄写菱用等の実費を

要する場合には、ご回答とともに、ご請求下さい。

以上



大阪弁護士会

弁護士法23条の2の照会制度

1．本照会は法律に基づいた照会です。

釜寧簔型壁槌和2簾醗騨趣正嘩，創設され､今日まで長きにわたり〈
弁護士が受任事件につき証拠を収集し､事実を調査するなど、その職務活動を円滑にす
す塑奎受県警雲王弥捧璽と1畳わが唖司垂詞馳蕪蓋鋭乏善鋭漣
この照会制度は、司法における事実発見と公正な裁判に寄与することを目的としてお
り、優れた公共的なものであり、国民の基本的人権の擁護と社会正義の実現のため必要
不可欠な制度ですb ･

本照会に対しては、法的に回答義務があります｡拒否するにつき正当な理由がない限
り、回答する義務があるということは､最高裁判所を含め､多くの判決・学説において
認められているところですも一律かつ抽象的に拒否回答すること、あるいは回答しない
ことは許されません｡

自治省税務局長に対する内閣法制局(第一三部長)の回答(昭和38年3月15日付）
を根拠に回答を拒否することはできないと解されています(法制意見百選693頁)。

2．本照会は弁護士会が審査して照会を求めているものです。

ｒ
Ｉ

弁護士会は、会員弁護士から、本照会に基づく照会の申出を受けた場合、
及び必要性について審査をして照会をしていますb

照会の内容

3．本照会の回答は目的外使用が制限されています。

個人情報保護のため､,照会申出をした弁護士はその回答を目的外に使用することを禁
じられており、弁謹士会は､会員弁護士が回答を目的外使用をしないよう指導しており
ますも

）

4．回答作成についてのお願い

ご回答いただくとき、同封いたしました回答用紙（ノーカーボシ紙になっていますの
酎宇捷誕は不雲です｡)返信用封筒をご使用下さい(苣ピｰな凝固響I邑代皇都
ただくため、回答用紙・返信用封筒をご使用にならないような場合には、お手数ながら
回答用紙右上欄外の整理番号を回答文書の欄外にご記入おき下さるようお願いいたし
ます｡)。

5‘回答に係る蕊用について－

ご回答いただくにつきコピー代、追加郵送料を要する場合は、回答書とともに請求明
細書を添えてご請求下さい（ご請求の際、郵券による納付の可否、あるいは銀行口座振
込みなど送金の方法についてご通知下さい)。なお、回答していただくにあたり上記コ
ピー代､追加郵送料以外の費用が発生する場合は､麹､皇弁護士会事務局にご相談くだ
さい6

＆

大阪弁謹士会（
総篝瀞合鯉綴23条係）

＊照会事項欄の記載内容につきわかりにくい点等がございましたら､ご面倒ではございま
すが､照会申出会員に直接お問い合わせ下さいますようお願いいたします(照会申出会
員の電話番号は照会書あるいは回答書下記の欄外に記入しております。大阪市外からは
06.をお付け下さい｡)。


